
  福岡市立こども病院 改訂 2024.6.22 

感染対策に係わる抗体価検査結果・ワクチン接種の証明について 

 

当院は、小児の専門医療施設で、感染症に弱い患者を含むたくさんの患者が治療を受けて

います。これらの患者や院内の医療関係者への感染源とならないよう、研修・実習及び見学

など院内の来院者を対象に、流行性ウイルス感染症（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）

等、免疫獲得状況の確認を行っています。 

 

1.当院における免疫獲得基準について 

一般財団法人 日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン」に準じて、

以下のいずれかに該当する場合に“感染症の免疫を獲得している”と定義する 

・1 歳以降に 2 回のワクチン接種を証明できる 

・抗体価が医療関係者のためのガイドラインに示された基準を満たしている 

・抗体価が基準を満たさない陽性と判断されたが、その後のワクチン接種記録がある 

 

2.感染症免疫獲得状況・提出資料確認 

・麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎ワクチン接種フローチャート（図 1）に従い「感染 

症免疫獲得状況調査票」資料１を作成。 

・抗体検査方法と基準値は、２）検査方法と検査基準値  (表 1)を参照 

・抗体検査項目は、日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン」第 3 版

に記載されている検査方法で必ず測定する。 

  

日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン」第 3 版： 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/vaccine-guideline_03-5.pdf 

 

 

3.免疫獲得提出書類について 

・麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎ワクチン接種歴が分かる書類 

（母子手帳、学校、医療機関が発行した証明書等のコピー可） 

・抗体検査値を証明する医療機関の証明書（学校、医療機関が提示する検査結果のコピー可） 

 

 

 

 

 

 

 



  福岡市立こども病院 改訂 2024.6.22 

感染対策に係るワクチン接種・抗体価検査結果の証明について 

１．麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎 

１）麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎ワクチン接種フローチャート  （図 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）検査方法と検査基準値  (表 1) 

疾患名 検査方法 基準を満たさない 

(陰性) 

抗体価陽性 

(基準を満たさない) 

抗体価陽性 

(基準を満たす) 

麻疹 

(はしか) 

EIA 法（IgG） 2.0 未満 2.0 以上 16.0 未満 16.0 以上 

PA 法 16 倍未満 16・32.・64・128 倍 256 倍以上 

NT 法 4 倍未満 4 倍 8 倍以上 

風しん 

(三日はしか) 

EIA 法（IgG） 2.0 未満 2.0～7.9 8 以上 

HI 法 8 倍未満 8 倍、16 倍 32 倍以上 

 

水痘 

EIA 法（IgG） 2.0 未満 2.0～3.9 4.0 以上 

IAHA 法 2 倍未満 2 倍 4 倍以上 

NT 法 2 倍未満 2 倍 4 倍以上 

流行性耳下腺炎 EIA 法（IgG） 2.0 未満 2.0～3.9 4.0 以上 

一般社団法人 日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン 第 3 版」改変 

 

２．B 型肝炎 

患者や患者の血液・体液に接する可能性のある場合は、「感染症免疫獲得状況調査票」B 型肝炎 

抗体値、ワクチン接種歴を記載 

1 歳以降に2 回以上の予防接種記録がある 

あり 

1歳以上で1回のワクチン接種記録がある 

 

なし 

あり 

抗体検査 

接種間隔を 1 ヶ月以上あけて 

ワクチン 1 回接種 

感染症免疫獲得状況 調査票 A を記入し、 

接種証明書を提出 

 

接種間隔を 1 ヶ月以上あけて 

ワクチン 2 回接種 

感染症免疫獲得状況 調査票 A

を記入し、接種証明書を提出 

完了 
抗体価 陽性 

基準を満たす 

抗体価 陽性 

基準に満たさない 

抗体価 陰性 

 

接種間隔を 1 ヶ月以上あけて 

ワクチン 2 回接種 

 

ワクチン 

1 回接種 

 

感染症免疫獲得状況 調査票 B 

を記入し抗体結果証明書を提出 

完了 感染症免疫獲得状況 調査票 A・B を記載し抗体結果・接種証明書を提出 

完了 

なし 


